
山口市国際化推進事業
補助金のご案内

【補助対象者】
市内に事務所または活動基盤を有し、かつ規約

等を定めて組織されている非営利団体

【対象経費】
講師謝礼、消耗品、通信運搬費、会場使用料、

広告料など事業に直接かかる経費

【対象事業及び補助額】
（下表のとおり）

お問合わせ 山口市国際交流課 山口市亀山町2番1号 TEL：083-934-2725 Email  kokusai@city.yamaguchi.lg.jp

【補助金の流れ】
①申請（事業開始２か月前まで）

②審査会（随時）

③交付決定（採否決定）

④活動実施

⑤実績

⑥額の確定

⑦請求・支払

詳しくはホームページ
をご覧ください！

市内で国際交流活動をされている団体の方へ


